
 

 

 

 

指定障害児通所支援事業者の行政処分について 

 

 

 区が、児童福祉法に基づき、区内の障害児通所支援事業所に対して実施した監査

において、不正請求および不正な行為が確認されたため、当該障害児通所支援事業

所（以下、「事業所」という。）の運営法人である株式会社Ｙ＆Ｎ（以下、「運営法人」

という。）に対し、行政処分を行った。 

ついては、業務改善に向けた指導、事案の検証および再発防止策の実行とともに、

不正に受給した障害児通所給付費の返還を命じる。 

 

 

１ 事業所の概要 

（１）名 称  ミント（品川区西品川２-１０-１１） 

（２）事 業 名  放課後等デイサービス 

（３）開設年月日  平成３１年１月１日 

（４）定 員  ５名 

（５）運 営 法 人  株式会社Ｙ＆Ｎ（品川区西品川２-１０-１１） 

 

２ 経緯 

  令和７年３月  事業所の障害児通所給付費の不正請求および人員体制の 

不正に関する情報提供を受理 

      ５月  実地検査を実施 

          監査実施通知を発出 

   ８月～９月  監査を実施 

          ・従業者等に対する聞き取り調査を実施 

          ・不正請求および不正な行為を確認 

     １０月  行政処分に係る処分内容の検討および決定 

     １１月  監査結果通知を発出 

弁明の機会を付与 

弁明書を受理 

     １２月  指定の効力停止通知書を交付 

          本事案について、厚生労働省および東京都へ情報提供 

  令和８年１月  業務改善の指導および再発防止策の実行を指示 

行政処分を実施 

厚 生 委 員 会 資 料 

令 和 8 年 1 月 19 日 

福祉部障害者施策推進課 



 

３ 監査結果および監査により確認された事実 

（１）障害児通所給付費の不正請求（法第２１条の５の２４第１項第６号該当） 

不正または著しく不当な行為（法第２１条の５の２４第１項第１１号該当） 

令和６年６月１０日から令和６年８月３１日の期間において、児童発達支援管

理責任者が産前産後休業および育児休業により不在であったにも関わらず、人員

基準を満たすとして、児童指導員等加配加算および専門的支援体制加算を不正に

請求し、受領した。 

また、当該児童発達支援管理責任者の不在期間について、東京都へ届け出てい

なかった。 

 

（２）障害児通所給付費の不正請求（法第２１条の５の２４第１項第６号該当） 

虚偽の報告（法第２１条の５の２４第１項第７号該当） 

虚偽の答弁（法第２１条の５の２４第１項第８号該当） 

令和６年４月１日から令和７年４月３０日の期間において、基準人員として届

け出ていた機能訓練担当職員の勤務実態がないにも関わらず、人員基準を満たす

として、専門的支援体制加算を不正に請求し、受領した。 

また、令和７年５月１４日付で実施した実地検査において、当該機能訓練担当

職員の勤務実態について、虚偽の報告および答弁をした。 

 

（３）障害児通所給付費の不正請求（法第２１条の５の２４第１項第６号該当） 

虚偽の報告（法第２１条の５の２４第１項第７号該当） 

虚偽の答弁（法第２１条の５の２４第１項第８号該当） 

不正または著しく不当な行為（法第２１条の５の２４第１項第１１号該当） 

 

令和７年４月１日から令和７年４月３０日の期間において、同法人が運営する

企業主導型保育園に勤務する従業者２名の氏名を利用し、人員基準を満たし、加

配職員（常勤・専従）を配置したとして、児童指導員等加配加算（常勤専従・児

童福祉事業の経験５年以上）を不正に請求し、受領した。 

また、当該従業者の配置について、令和７年４月１日付で虚偽の届出をすると

ともに、令和７年５月１４日付の実地検査において、当該従業者の勤務実績につ

いて、虚偽の報告および答弁をした。 

 

４ 処分の概要 

  処分の内容  指定の一部効力停止（新規利用者の受入れ停止） 

  処分年月日  令和８年１月１日 

  処 分 期 間  令和８年１月１日から令和８年３月３１日まで（３か月） 

 

 



５ 返還請求額（概算） 

  約２，４９７千円 

【内訳】 

不正利得 分  約１，７８４千円  

徴収金（※）   約７１３千円 

      ※児童福祉法第５７条の２第２項の規定に基づき、不正利得分に１００分

の４０を乗じて得た額 

 

６ 再発防止に向けた区の取組み 

  区は、本件について区内の指定障害児通所支援事業所および事業所を運営する

法人へ周知するとともに、適正な事業所運営の徹底について指導していく。 

  今後は、運営指導および集団指導の際に、法の遵守状況を確認する等、これま

で以上に適正な事業所運営の徹底を図る。 

 

 

 


